
―

50名

20名

29名

10名

30名

50名

40名

25名

―

9名

9名

25名

―

―

―

―

―

―

― 太白区四郎丸字大宮46

太白区東中田4丁目21ー27

太白区袋原3丁目1－31

太白区四郎丸字大宮26－3

太白区四郎丸字大宮46

太白区東中田3丁目26－54

太白区西中田3丁目23－3

242-8635

241-5684

241-1233

741-5290

【お問合せ】
〒981-1101

仙台市太白区四郎丸字大宮26-3
＜TEL＞ 022-241-5990
＜FAX＞ 022-241-5929

＜HP＞ https://sendai-venus.jp/
施設見学や申し込みの際は遠慮なく

上記連絡先までお問合せ下さい

太白区袋原3丁目1－31

〃

太白区四郎丸字大宮26ー3

太白区四郎丸字大宮45－28

302-6772

太白区西中田2ー23ー5

242-6351

393-6533

741-3882

〃

306-2722

④ 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス事業者等と
　  綿密な連携を図り、総合的かつ効率的なサービスの提供に努めるものとする。

　　サービス提供方法と利用料金等について、理解を求めて同意を得る。

住　　所 電話番号

241-5990

741-1655

748-5581

太白区四郎丸字大宮26ー3

太白区四郎丸字大宮26ー3

太白区西中田2-23-5

〃

306-2710

241-5927

741-3881

太白区四郎丸字大宮26－3

〃

〃

太白区袋原4丁目36－18

袋原地域包括支援センター

西中田地域包括支援センター

四郎丸在宅介護支援センター

往診クリニックビーナス

袋原訪問看護ステーション

四郎丸高齢者グループホームおちあい

中田高齢者グループホーゆきあい

小規模多機能型居宅介護　結いの館

四郎丸ヘルパーステーション

中田地域２４時間訪問介護看護センター

四郎丸地域包括支援センター

　社会福祉法人 仙台ビーナス会

特別養護老人ホーム 白東苑

中田デイサービスセンター

軽費老人ホーム　ケアハウス大宮

四郎丸デイサービスセンター

特別養護老人ホーム　白東苑

特別養護老人ホーム白東苑ショートステイ

特別養護老人ホーム　第二白東苑

特別養護老人ホーム第二白東苑ショートステイ

〃

仙台ビーナス会　法人本部

事業所名
入所
定員

入居者一人一人の自主性を尊重し、なるべく集団管理主義にならないよう自由な生活を
保証し、専門的なサービスを提供することを基本として、次の方針で運営する。
① 介護サービス計画に基づき可能な限り居宅における生活への復帰を念頭において

特定施設　第三白東苑 太白区袋原4丁目35－35 302-5514

 　 自立した生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活
　  上の世話及び機能訓練を行うことにより、入居者の心身機能の維持・向上に努める。
② 介護支援専門員が作成した介護サービス計画に沿い、そのサービスの目標を達成
　  する為に具体的なサービスを行う。
③ 介護サービスの提供にあたっては、親切丁寧に行い、入居者又はその家族に対して〃

【社会福祉法人仙台ビーナス会事業所一覧】

【施設所在地】

【事業所番号】

０ ４ ７ ５ ４ ０ ０ ２ １ ４

長期入所入居定員 50名

ｼｮｰﾄｽﾃｲ利用定員 20名



（令和6年4月～適用／月額30日計算／単位：円）

36 単 位 /日 （体制加算） 8 単 位 / 日 （体制加算）

6 単 位 /日 （体制加算）

13 単 位 /日 （体制加算） 13 単 位 / 日 （体制加算）

22 単 位 /日 （体制加算）

12 単 位 /日 （個別加算） 22 単 位 / 日 （体制加算）

40 単 位 /月 （体制加算） 12 単 位 / 日 （体制加算）

3 単 位 /日 （個別加算） 56 単 位 / 日 （個別加算）

200 単 位 /回 （個別加算） 3 単 位 / 日 （個別加算）

30 単 位 /月 （個別加算） 184 単 位 / 日 （個別加算）

200 単 位 /回 （個別加算） 64 単 位 / 日 （個別加算）

246 単 位 /月 （個別加算） 3 単 位 / 日 （個別加算）

　　144・680・1280 単位/日 （個別加算） 64 単 位 / 日 （個別加算）

　※上記の他、「介護職員処遇改善加算」（8.3％）「介護職員等特定処遇改善加算」（2.7％）「ベースアップ等支援加算」（1.6％）が算定されます。

　◇ 職員体制
（令和6年4月～適用／1日計算／単位：円） 　　施設長1名／副施設長1名／介護主任１名／栄養士1名以上／介護支援専門員1名以上／看護職員3名以上

　◇ 入居・利用要件
＜長期入所＞

　　・要介護認定において要介護3～5の認定を受けている方。(※別に定める要件により要介護１・２の方の特例入所有)

　　・専門的な医療行為や医療機関への入院等の必要のない方。

＜ショートステイ＞
　　・要介護認定において要支援1～2及び要介護1～5の認定を受けている方。

　　・専門的な医療行為や医療機関への入院等の必要のない方。

   ※ご利用前に担当されている居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネージャー）にサービスご利用の計画を立てていただく

     必要があります。詳しくは担当の介護支援専門員、または、当施設の生活相談員にご確認下さい。（緊急時は除く）

　◇ 契約解除要件
　　特別養護老人ホーム 白東苑 「契約書」第6章による時（入院期間が3ヶ月を超えた場合も要相談）

　◇ 優先入所基準
　　　仙台市が定める指針によるもの

　◇ 主なサービス内容
介護サービス計画に基づき食事、排泄、入浴等の介助、その他日常生活の世話等を行います。

管理栄養士の作成した献立により、栄養バランスを考慮し、高齢者の健康に配慮した食事を1日3食提供します。

入居者に対して適切なアセスメントを実施し、排泄に関する自立支援を目的として施設内でのオムツ０を推進します。

機械浴槽を設置しており、身体状況が重度になっても入浴が行えるよう支援します。

看護職員、介護職員により、毎日ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸや健康状態の確認を行うと共に、定期・緊急時の通院介助等を行います。

ご本人の意思、ご家族の意向を最大限尊重した「その人らしく」、尊厳ある終末期を迎えられるよう努めます。

専従の機能訓練指導員を配置して個別に応じた機能訓練を実施します。また、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ及び余暇活動を行います。

各種生活相談に応じ、社会生活上の便宜の供与及び適切な助言に努めます。

夜勤職員を配置し、緊急時も24時間体制で対応します。

　◇ 協力医療機関
⇒ 社会福祉法人 仙台ビーナス会 往診クリニックビーナス（嘱託医）

⇒ 独立行政法人 地域医療機能推進機構 仙台南病院（協力医）

⇒ 医療法人財団 明理会 イムス明理会仙台総合病院（協力医）

⇒ 社会医療法人 康陽会 中嶋病院（協力医）

⇒ 武山歯科クリニック

◇  長期入所料金表

◇ ｼｮｰﾄｽﾃｲ料金表

　　※介護予防ショートステイは非該当

　　※介護予防ショートステイは非該当

0円320円300円

・ 認 知 症 専 門 ケ ア 加 算 ：

・ 看 取 り ：

・ 認 知 症 専 門 ケ ア 加 算 ：

・ 看 取 り 連 携 体 制 加 算 ：

・ 初 期 加 算 ：

・ 外 泊 時 費 用 加 算 ：

2,301

3,231

4,485

4,801

3,628

4,324

・ 送 迎 加 算 （ 片 道 ） ：

5,092

4,161

多 床 室

要介護4

課税層（3割） 1,445円 1,171円 855円

1,445円

855円

要介護4

1,312

820円1,300円

370円420円600円

【 介 護 ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 】

【 食 事 】

【 排 泄 】

370円820円1,000円

370円

（多床室）

1,185
第1段階

109,016

2,7632,682

2,832

51,53349,136

41,93339,536

177,279

134,866

144,346

2,463

61,136 63,533

2,062 2,136 2,216

段　階 居室区分 要支援1

〈ｼｮｰﾄｽﾃｲ入所〉（6級地：1単位10.33円）

・ 日 常 生 活 継 続 支 援 加 算 イ ：

・ 看 護 体 制 加 算 Ⅰ イ ：

・ 看 護 体 制 加 算 Ⅱ イ ：

・ 夜 勤 職 員 配 置 加 算 Ⅰ イ ：

・ 個 別 機 能 訓 練 加 算 (1) ：

・ 科 学 的 介 護 推 進 体 制 加 算 ( １ ) ：

・ 認 知 症 専 門 ケ ア 加 算 ：

・ 安 全 対 策 体 制 加 算 ：

〈長期入所〉（6級地：1単位10.27円）

・ 看 護 体 制 加 算 Ⅱ ：

・ 夜 勤 職 員 配 置 加 算 Ⅰ ：

・ サ ー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算 Ⅰ ：

・ 機 能 訓 練 体 制 加 算 ：

・ 個 別 機 能 訓 練 加 算 ：

個 室 1,585

要介護5

   必要に応じて相談致します。

課税層（2割）

課税層（1割）
※標準額

第3段階②

第3段階①

第2段階

第1段階

居室費 居室費

855円1,171円

1,171円1,445円

◇ 段階別区分内容及び食費・居室費 (長期・ｼｮｰﾄｽﾃｲ)(令和3年8月～適用/日額計算)

上記課税層（1割）内の第1号被保険者で、本人の所得金額が年間
160万円以上である。その上で、同一世帯の第1号被保険者の
年間収入額が単身280万円以上、2人以上で346万円以上の方

1,445円

※その他、医療費・散髪代・個別に必要とされる消耗品等の自費がかかる場合があります。

段　階 居室区分 要介護2 要介護3

44,169

多 床 室
第1段階

個 室

※上記料金表は3食を提供した場合の料金内容となります。また、上記料金表にはおやつ代や洗濯

多 床 室

1,393

1,713

2,063

2,113

1,551

第3段階①
多 床 室

課税層（1割）
※標準額

多 床 室 2,865 2,992

4,640

5,336

1,312 1,386 1,466

1,816

　◇ 各種加算

   代等の日常生活における費用（電気・ガス・水道費含）が含まれます。

5,652

要介護5

3,312

1,632

1,982

2,032

5,408

4,477

3,547

5,577

5,893

2,913

3,393

3,709

個 室

4,000 4,147

1,935

4,308

課税層（3割）
多 床 室

個 室
課税層（2割）

多 床 室

第2段階
多 床 室 1,535 1,662 1,736

865 992

3,066 3,146

個 室 2,385 2,512 2,586 2,666

要支援2 要介護1

個 室

1,712

104,049

3,181 3,308 3,382 3,462

課税層（3割）
多 床 室 3,993 4,376 4,596 4,837

課税層（2割）
多 床 室 3,429 3,684 3,831 3,992

4,692 4,912 5,153個 室

個 室 3,745

4,309

101,933

54,83652,40449,869

74,63672,20469,669

55,73353,33650,90448,369

57,233

56,169 58,704

82,436 84,833

95,936 98,333

個 室

課税層（1割）
※標準額

要介護1

32,139

41,739

45,939

47,439

53,739

67,239

92,139

個 室
第3段階①

多 床 室

第2段階
多 床 室

個 室

77,033

94,569 97,104 99,536

　　生活相談員1名以上／介護職員24名以上

　　機能訓練指導員1名以上／嘱託医1名以上（非常勤）／調理員10名以上／当直員2名以上

2,516

3,2133,0513,0512,9662,886

2,751

1,786 1,866 1,951

要介護3

1,901

1,2311,066 1,146

要介護2

2,382

　内 科（ 入院機関有 ）　

　内 科（ 入院機関有 ）　

　内 科（ 入院機関有 ）　

　歯 科

【 入 浴 】

【 健 康 管 理 】

【 終 末 期 支 援 】

【 機 能 訓 練 】

本人が市町村民税課税である、
若しくは市町村民税非課税（本人）であるも、

世帯内に市町村民税課税対象者方がいる場合
1,445円

長期

世帯全員が市町村民税非課税であり
老齢福祉年金若しくは生活保護を受けている方 300円

世帯全員が市町村民税非課税であり
本人の前年の合計所得金額及び課税年金収入額の

合計が80万円以下の方
390円

世帯全員が市町村民税非課税であり
本人の前年の合計所得金額及び課税年金収入額の

合計が80万円を超える方
650円

区分内容
食　費（朝・昼・夕）

ショートステイ

　内 科（ 入院機関無 ）　

（従来型個室）

【 相 談 ・ 助 言 】

【 緊 急 時 対 応 】

上記課税層（1割）内の第1号被保険者で、本人の所得金額年間220万円
以上である。その上で、同一世帯の第1号被保険者の
年間収入額が単身340万円以上、2人以上で463万円以上の方

1,445円

第3段階②
多 床 室

個 室

75,039 77,469 80,004

88,539 90,969 93,504

第3段階②
個 室

多 床 室 2,4362,3622,235 2,601

2,8122,685

世帯全員が市町村民税非課税であり
本人の前年の合計所得金額及び課税年金収入額の

合計が120万円以上の方
1,360円

106,584

個 室

・ 看 取 り 介 護 加 算 Ⅰ ：

・ 再 入 所 時 栄 養 連 携 加 算 ：

37,10434,569

147,895

138,415

124,757

115,277

101,619

170,088

130,072125,208120,137

129,617 134,688 139,552

145,705 153,312

162,792

46,704

111,413

155,185

160,608 167,799


